
  

 
 
                       
  

                                         

 
県内のストレスチェック実施率は 87.8％、全国を 5％上回る！ 

～ 衛生週間を契機にメンタルヘルス対策の充実を促進 ～ 

 
１.ストレスチェック制度の実施状況について（県内概要） 

職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、平成２７年１２月から 

５０名以上の労働者を使用する事業場に対し、年 1 回のストレスチェック実施及び労働基準

監督署への報告が義務付けられています。（５０名未満は努力義務） 

平成２９年６月末時点の状況は以下のとおりです。 
 
ストレスチェック制度  県内実施率 ８７.８％（全国８２.９％） 
 

・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合 

８６.２％（全国７８.０％） 

・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合 

０.９％（全国 ０.６％） 

・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、集団分析を実施した事業場の割合    

６９.２％（全国７８.３％） 
 静岡労働局では説明会、個別指導などを通じ、対象事業場に対してストレスチェック制度の

実施に向けた取り組みを進めてきました。 
 

  今後は 

１ ストレスチェック未実施事業場に対する個別指導 

２ 全国労働衛生週間を契機とした説明会、自主的取組の促進 

 などを実施し、メンタルヘルス対策の一層の充実を図り、１００％の実施を目指します。 

また、小規模事業場を含めたメンタルヘルス対策を推進させるため、静岡産業保健総合

支援センターによる教育・研修の実施、企業の取組に対する助成金等の各種支援事業の充

実を図っております。 

 

[参 考] 

資料番号１ ストレスチェック制度の概要 

 資料番号２ 全国のストレスチェック制度の実施状況 

（平成２９年７月２６日 厚生労働省 発表 抜粋） 

 資料番号３ 静岡産業保健総合支援センターのリーフレット 

 資料番号４ 職場の健康づくりを応援します！（助成金関係のリーフレット） 

 

２．全国衛生週間の実施について 
１ 趣旨：職場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の

促進を図ることを目的とする。 

 

【担当】静岡労働局 労働基準部                

健康安全課長  赤池 義規 

労働衛生専門官  佐藤 康之 
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２ 期間：本 週 間：平成２９年１０月１日（日）～１０月７日（土） 

   （準備期間：平成２９年９月１日～９月３０日、県下１４会場で説明会開催） 

 

３ スローガン：働き方改革で見直そう みんなで輝く 健康職場 

 

４ 主唱：厚生労働省（静岡労働局、県内７労働基準監督署）、中央労働災害防止協会等 

 

 ５ 実施事項 

（１）実施要綱に基づき主に次の対策を推進します（資料番号５） 

①メンタルヘルス対策の推進について 

    ②治療と仕事の両立支援対策の推進について 

    ③化学物質による健康障害防止対策の推進について 

    ④過重労働による健康障害防止対策の推進について 

    ⑤腰痛予防対策、受動喫煙防止対策、石綿ばく露防止対策 その他の事項 

 

  （２）１０月６日（金）１３時から、静岡労政会館（静岡市）で「静岡県産業安全衛生

大会」を開催し事業場の関係者の参加の下、職場の安全衛生管理が良好な企業や

個人を表彰します。 

【（公社）静岡県労働基準協会連合会等と連携、後日広報します。】 



 

資料番号  １  










